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護
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所
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発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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成
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十
七
年
七
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十
九
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青
森
県
知
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三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
岩
木
川
水
系
赤
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
松
嶋
六
六
の
一
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

宅
地

三
六
〇
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

青 森 県 報平成27年７月29日 水曜日 第4027号 4

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
南
郷
区
大

字
島
守
字
阿
庄
内

一
五
の
六

変
更
後

医
療
法
人
南

六
会

八
戸
市
小
中
野

一
丁
目
四
の
五

二

な
ん
ろ
く
居

宅
介
護
支
援

事
業
所

八
戸
市
南
郷
大
字

島
守
字
阿
庄
内
一

五
の
六

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
七
四

の
二
二

変
更
後

株
式
会
社
杏

苑

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

七
四
の
二
二

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
あ

ん
ず
の
里

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
七
七

の
一

��･

�･

�


